
中国残留邦人について 

  中国残留邦人とは、どんな人をいうのでしょう 

戦後日本に帰る機会を失い中国で暮らしてきた日本人の方たちです。 

（日本からみて自国の人という意味で邦人と呼びます） 

 

■１９３２年（昭和７年）今の中国東北地方に満州国建国 

日本は国策として満洲への移民計画を進めていました。 

終戦時には、 

約１５５万人の日本人が暮らしており、 

そのうち約２７万人は開拓団でした。 

■１９４５年（昭和２０年）に入ると 

開拓団の男子のほとんどが招集され、 

開拓団には老人婦女子が残されました。 

■昭和２０年８月９日、ソ連軍が突然の対日参戦 

安全な地へと、着の身着のままの逃避行。 

伝染病、疲労と飢餓で多くの人が死亡し、 

集団自決も発生しました。 

混乱の中で、孤児となり中国人養父母に育てられることになった幼い子供（中国残留孤児）や 

中国人に助けられたり、生きるために中国の家庭に入った女性（中国残留婦人）が多数発生しました。  

総称して『中国残留邦人』と呼んでいます。 

なぜ日本に帰れなかったのでしょう 

 

 

 

 

■１９４９年（昭和 24年）10月 中華人民共和国が成立 

日本とは国交の無い国となる （引揚の中断状態が続く） 

■１９５３年（昭和２８年）３月 

 

 

後期集団引揚では、残留孤児や残留婦人たちはほとんど帰国できませんでした。 

 

■１９５８年（昭和３３年）の「長崎国旗事件」をきっかけに、日中間の交流が全面中断され、 

中国残留邦人の帰国の道が断たれました。 

昭和２５年頃までに 

引揚が概ね終わる 
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昭和２３年８月 

中国の内乱激化 引揚中断 

 

 

 

   

 海外にいた日本人 

   一斉引き揚げ 

（６００万人あまり） 

 

昭和２０年１１月 

満州以外の 

中国本土から（約４９万人） 

昭和２１年５月 

満洲からの 

引揚はじまる 

終戦後 

海外にいた日本人 

（６００万人あまり） 

民間団体を窓口に引揚再開  

約３万３千人 （昭和３３年７月まで） 
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中国に要請され残っていた 

技術者とその家族が中心 



樺太等残留邦人について 

樺太等残留邦人とは、どんな人をいうのでしょう 

終戦時、日本領樺太で暮らしていて戦後日本本土へ引き揚げることができず、樺太（サ

ハリン）に留まらざるを得なかった人や、ソ連本土に移送され帰ることができなかった

人を『樺太等残留邦人』と呼んでいます。 

 

■１９０５年（明治３８年）のポーツマス条約 

サハリン島の北緯５０度以南が日本領となりました。 

終戦時、樺太には約４０万人が暮らし、 

うち２万３千人が朝鮮半島出身者でした。 

当時朝鮮は日本に併合されており、朝鮮半島からも 

出稼ぎや徴用で多くの労働者が移住していました。 

 

■１９４５年（昭和２０年）８月９日 ソ連軍の対日参戦 

 樺太には１１日に侵攻し戦闘態勢に入りました。 

 樺太住民は日本本土へ緊急疎開 

（８月２３日のソ連による樺太占領まで） 

７６，０００人が疎開し、その後密航で 

２５，０００人が脱出しました。 

 

■１９４６年（昭和２１年）１２月 ソ連地区引揚に関する米ソ協定 

１９４９年（昭和２４年）７月までにおよそ２９万人が引き揚げました。 

朝鮮半島出身者の多くはこの引揚の対象外でした。 

このため、朝鮮半島出身者と結婚していた日本人は引き揚げることができませんでした。 

また、技術者、熟練労働者などでソ連に留め置かれた人も多くいました。 
 

■１９５６年（昭和３１年）日ソ国交正常化 

１９５９年（昭和３４年）までに約８００世帯が引き揚げました。 

その後ソ連は集団引揚に消極的になり、年に数世帯が個別に引き揚げるにとどまりました。 

このとき、朝鮮半島出身者の配偶者もともに帰国することができましたが、 

冷戦下においては、迫害や弾圧を恐れ、日本人であることを隠して暮らす人も少なく

なく、帰国を遅らせました。 

 

  鉄のカーテンの隙間、樺太墓参団との面会 
 

西側諸国と東側諸国を自由に行き来することが出来なかった冷戦期、残留邦人にとって

祖国は遠いものでした。 

■１９６５年（昭和４０年）サハリン墓参始まる 

帰国した元樺太住民等によるサハリン墓参がはじまりました。 

墓参の目的に限られたサハリン訪問でしたが、残留邦人にとっては墓参団との面会が肉

親の消息を知る貴重な機会となり、祖国と結ぶ唯一の通路でした。 



……日本では……中国で離別した子供や兄弟の消息を確かめたい、という動きが起こりました。 

……中国では……自分の身元を調査して、帰国させて欲しい、という声が続々届きました。 

 

中国残留邦人の帰国 

～日中国交正常化～ ようやく帰国の道が 

■１９７２年（昭和４７年）の日中国交正常化 

   

 

「日中友好手をつなぐ会」が結成され肉親捜しの活動が始まりました。 

 

■１９８１年（昭和５６年）厚労省が中心となり孤児の訪日による肉親捜し開始 

 

 

 

 

 

 
 あまりに長い年月が経過しており、手掛かりも少なく 

多くの孤児の身元が分かりませんでした。 

 

■１９８５年（昭和６０年） 身元引受人制度の創設 

国は身元判明の有無を問わずに帰国の道を開きました。 

 

［残留婦人たちは］ 

はじめは永住帰国する人と、一時帰国を希望する人に分

かれましたが、子どもの独立や配偶者との死別を契機に

永住帰国する人が増加しました。 

 

 

 

 

 

 

【永住帰国者数】 

（日中国交正常化後） 

 

全国で      6,716人 

家族も含めると 20,894人 
 
うち北海道    194人 

家族も含めると  655人 

 

平成２８年８月現在 

厚生労働省資料より 
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【写真提供 浜口タカシ】 

 

※呼び寄せた家族（自費帰国）は含まれていません。 

 



樺太等残留邦人の帰国 

ペレストロイカ ～ ソ連崩壊 ～ 帰国へ 

■１９８０年代後半のペレストロイカから１９９１年の崩壊と進んだソ連の変化 

 

 

 

■１９８９年（平成元年） 「樺太同胞一時帰国促進の会」設立 

■１９９０年（平成２年）  「樺太同胞一時帰国促進の会」による集団一時帰国開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１９９２年（平成４年）「樺太同胞一時帰国促進の会」は「日本サハリン同胞交流協会」と改称 

国の委託による一時帰国事業も始まり、永住帰国を希望する人たちもでてきました。 

※２０１3年からは 

「日本サハリン同胞交流協会」の後継である「日本サハリン協会」が、国の委託を受け一時帰国事業を実施しています。 
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永住帰国者の総数   全国       108人   
家族も含めると 273人 
 

           うち北海道    81人 
           家族も含めると 209人 
 
※呼び寄せた家族（自費帰国）は含まれていません。 

一時帰国の延人数   2,215人 
家族も含めると   3,201人 
 
 
平成 28年 8月末現在 厚生労働省資料より 

 

【写真提供 日本サハリン協会】 

残留日本人の一時帰国、離散した家族との再会が叶うようになりました。 

家族の消息が知りたい、親族を探して欲しいとの要望が続々届きました。 

 

（第三次では９９名が一時帰国） 



日本語の習得が思うように進まない 
言葉の問題などで採用されない 

 

職場でのコミュニケーションの問題 
生活のため、希望と違う職種に就職 

 

年金加入期間が短く 

受給額は少ない 

思い描いてきた生活とのギャップ 

地域からの孤立 

異文化への不適応 

 

「うつ病」などの 

発症例もあります。 

永住帰国と課題 

 残留邦人問題は終わったのでしょうか  

残留邦人の困難は、むしろ帰国してから始まるといえるでしょう。 

 

●中国流・ロシア流の   ●中高年になっての帰国  ●日本では使えない中国・ロシアの資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤解が生じ 

いわれのない偏見、差別を 

受けることもあります。 

 

今直面している課題 

   高齢化による課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   就労・自立への課題（主に２世） 

    
 ●仕事で能力・技術を活かせない 

 
 
 
 
    ●職に就けない 

 
 
 

    ●職を転々とする 

●介護サービスの利用 

食生活の違い 

言葉の問題 

利用しやすい介護サービス 

施設の設置が望まれている 

●医療機関受診の増加 

難しい医療用語 
通院時（特に緊急時） 

言葉の問題が課題 

（特に緊急時） 

生活保護に頼らざるを得ない場合も 

帰国後懸命に働き 

高齢になった２世 
就
労
意
欲
を
喪
失
す
る
ケ
ー
ス
も 

言葉 

文化 

習慣 

価値観 

日本語の習得 

社会への適応 

↓ 

努力と困難を伴う 

高い技術や能力があっても 

  

活かす業種に就職できない 

技術・能力を発揮できない 

国の制度「自立支援通訳の派遣」も 

自治体によっては 

・自立支援通訳が配置されていない 

・予約が必要 

 

入所施設 

提供される食事が食べられない 

他の入居者とうまくいかない 

訪問介護 

言葉の問題から利用しずらい 

 

日本の資格が必要 
（中国やロシアの資格が使えない） 
言葉の壁 

 

異なる 

文化・習慣 

不完全な 

日本語 



２世・３世 

日本語・日本文化 

若い世代の問題 

 残留邦人の子（未成年）や孫たちは  

帰国年齢が若い場合（幼い場合）、日本語の習得や異文化への適応は比較的早く進みます。 

日本の学校へ編入し、努力が実って希望の進路に進む２世、３世も大勢います。 

しかし適応の過程で 

 

 

 

まれに 

幼児期に帰国したり、日本で生まれた３世で 

 

  

 

 

帰国者への理解 

知ってください 帰国者のこと 

■残留邦人は、異文化を背景に持つ『日本人』です  

中国、ロシアでは日本人と呼ばれ、日本では外国人扱いされ  

自分は何者か… アイデンティティや自尊心を喪失する場合もあります 

 

もし、地域の友好的態度が欠如していたら 

孤立し、引きこもりになってしまうことも… 

 

でも、違いを認め合うことで  

  地域に新たな生活文化をもたらす多文化の伝播者になることができます。 

■さまざまな困難を克服し、社会で活躍する多くの帰国者がいます 

 言葉の問題、習慣の違いがあっても、帰国者の皆さんは努力しています。 

 

職場、社会での理解で  

永住者として成功し、社会の貴重な人材になることができます。 

    残留邦人本人だけでなく 

■配偶者の心の問題もご理解ください 

日本に来る事で、自分の故郷、親族から離別し、喪失感、孤独感を感じている人もいます。 

 残留邦人に寄り添い、護り、支えてきた人たち… 

残留邦人の人生の最も身近な証言者です。

●母語・母文化を喪失する 

２世、３世もいます。 
世代間で 

コミュニケーションに

問題が生じるケース 

●日本語に触れる機会が少ない環境

で育ってしまうケースがあります。 

（親…２世の日本語習得の遅れなど） 

 

就学年齢になっても 

日本語がよくわからない 

言葉の問題による 

学習困難 

問題行動 

問題行動 

日本語は不完全かもしれませんが、注意深く聞いてください 

 

１世 

中国語・中国文化 

ロシア語・ロシア文化 


